
第1話「三匹のこぶた」裁判

ねらいと展開

被告人のトン三郎が計画的犯行で有罪となるか、それとも正当防衛で無罪になるかを考える過程で、
多角的・多方面の視点から考察し、根拠を持って討論し、公平公正な判断を行うことができる。

本時のねらい

時間の目安

6分

7分

13分

指導上の留意点主な学習活動

（１）１時間目：番組を視聴して証拠検討表を完成し、各自、有罪・無罪を考察する。
（２）２時間目：グループに分かれ、証拠検討表をもとに討論し、有罪・無罪を発表する。

展開例（２時間の実践例。可能ならば２時間連続で実施する）

•現在、市民が裁判に参加する「裁判員裁判」が行
われており、「裁判員」の視点で番組を見る。

▶番組前半（2分52秒まで）を視聴する

▶番組後半（2分52秒～最後まで）を視聴する

•番組視聴後、「裁判員」として判決を考えてもら
うことを確認する。

•番組前半を視聴してとったメモを利用して、ト
ン三郎が犯したとされる罪の内容や、被告人と
弁護人の主張を確認し、裁判の争点を整理する。

•教員が、質問をしながら争点を整理する。

•争点が、「計画的におびき寄せ殺したのか（有
罪）」、それとも「突然襲われ命を守るため殺し
たのか（正当防衛で無罪）」であることを確認さ
せる。

•この法廷（番組）で見聞きした証拠や証言だけ
で判断することを確認させてから視聴を再開す
る。

•視聴の前に、証拠や証言、その他気になったこ
とを必ずメモするよう再度指導する。

•黒板などで、写真（資料としてアップしてある）
を活用して整理してもよい。

•先入観を持つ可能性があるので、昔話の内容を
視聴前に説明・確認しない。

•視聴しながらメモをとるよう指導する。

１　番組の前半（2分52秒まで）を視聴して、問題を把握する。（１時間目）

２　番組の後半（2分52秒～15分）を視聴して、証拠や証言を把握する。（１時間目）

○裁判の争点をまとめる。



時間の目安

15分

指導上の留意点主な学習活動

（参考）以下、番組中にあった証拠や証言など

 
・「３時　豚肉パーティ　トン三郎の家」の書き
込み
・「オオカミのただしいころし方」の本

・3人の家をオオカミが食べるために突然襲って
きた
・「食べてやる！」と煙突から侵入してきたこと
・殺害に使用された重たい漬物石

・オオカミが襲って来た時の恐怖
・煙突だけは板でふさがなかった。
・煙突は油でギトギト
・事件3日前に購入したという大鍋
・タイミング良くお湯が沸いていた

・「もしオオカミが煙突から滑り落ちなければ…、
もしフタを押し上げ鍋から出てきたら…」とい
う、裁判員・千明の疑問
・「トン三郎の立場で考えてみて。失敗した時の
リスクが大きすぎる」という弁護人の主張

・証拠検討表をもとに、「有罪」「無罪」の判決を
考える。

・証拠検討表を配付する。

・判決用紙に、判決を記入させる。

・判決の理由をはっきりさせるよう指導する。

・「推定無罪」「疑わしきは罰せず」はあるが、重
い状況証拠の積み重ねによって「有罪」と判断す
ることがあり得ることを説明する。

・記入後、判決用紙はいったん回収する。

・どの証拠や証言が、自分にとって重いか軽いか
を考えながら、各自メモしていた内容を、証拠検
討表を利用して「有罪」「無罪」に振り分け整理さ
せる。

・その際、証拠検討表に証拠の「軽重」についての
振り分け方を説明する。

○証拠や証言を整理し、証拠検討表を完成させて有罪無罪を考える。

30分 (1)グループに分かれて、各自の意見を表明する。

(2)グループで、判決について討論を行う。

(3)グループで、理由を付けて判決を作成する。

・グループに分かれ、裁判長（司会）を決める。

・裁判長（司会）に「論点表」を渡し、適宜必要に
応じ、議論の中で活用する旨確認する。

・まず、一人ひとり、理由を明確にして「有罪」か
「無罪」かを主張する。

・他の班員の意見をメモする。

・証拠検討表を配付する。

・前時で集めた判決用紙を利用し、グループ内の
「有罪派」と「無罪派」の数を同じくらいにして班
編制を事前に行っておく。

・「根拠」を持って自分の意見を伝えるよう指導
する

・“ディベート”ではないので、途中で意見が変わ
ってもよいことを確認する。

・討論中は、各班の討議に加わり、多角的・多面
的な討論となっているか、公正公平な判断を行
おうとしているか、指導する。

・「有罪」「無罪」は、グループの多数決で決まるこ
とを説明する。

３　討議して考えを深める。（２時間目）

○自分の考えを発表し、グループで討論を行う。

オオカミの母親

トン一郎

トン三郎

その他



時間の目安

50分

指導上の留意点主な学習活動

・各班、裁判長（司会）が判決を発表する。

・「自分の判決（判断）と他の班員の判決（判断）、
グループの判決（判断）の違い」というテーマで
感想等を書き提出する。

・気付かなかった視点や見方があった場合は、メ
モをとるよう指示する。

・自分の意見の変容に注意して書くよう指導す
る。

作成：明治大学特任教授　藤井 剛

○各班の判決を発表する。

○２時間の学習から理解したことをワークシートに記入する。


